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年9月に開催した党第14期5中全会で承認された「国民経済と社会発展『九五』計画と2010年まで
の遠景目標の建議（以下、「建議」と略す）」、および96年3月に開催した第8期全国人民代表大
会第4回会議で採択された「国民経済と社会発展『九五』計画と2010年までの遠景目標要綱（以下
、「要綱」と略す）」に示された、環境保護にかんする任務の再確認と、その具体的施策にかん
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動は新たな段階に入った」とされたとされたのである。さらに、96年8月には国務院は同会議をう
けるかたちで「国務院による環境保護の若干の問題についての計画」を策定した。計画は「環境
保護の基本国策の更なる深化と持続できる発展（「実施可持続発展」）戦略の実施」と「国民経
済と社会発展『九五』計画と2010年までの遠景目標要綱」の実現のために、「2000年までに可能
な限り環境汚染と生態破壊の深刻化を防ぎ、一部の都市と地域の環境問題を改善するという環境
保護の目標」を設定した。99年1月には、中国政府は、建国以来の経済発展にともない深刻化して
きた森林破壊や土壌流出、砂漠化などの生態環境破壊問題の短期（2010年まで）、中期（2030年
まで）、長期（2050年まで）それぞれの改善計画を策定した「全国生態環境建設計画」を公開し
た。こうして環境保護行政部門を中心に様々な環境保護に関連する長期計画の策定がすすめられ
た一方で、環境保護および資源保護関連法の整備にも力が入れられてきた。1998年末までに、環
境保護に関連する法律が6部、資源保護に関連する法律が9部、環境保護行政法規が34件、環境保
護部門が整備した規則が90余件、環境保護にかんする地方性法規および地方政府規則が1000余件
、環境保護軍事法規が6件、締結および加入した国際環境条約が37となっていた。また、97年の「
刑法」改正にともなって、「環境資源保護破壊罪」が加えられた。加えて、1980年代以降、「郷
鎮企業法」、「電力法」や「道路法」などの環境保護とは直接関連しない分野での法律および法
規の制定の際にも環境と資源保護にかんして十分な配慮がなされてきたのであった。これまでの
環境保護の政治的な側面にかんする研究や資料の多くは、環境保護の実施機関の組織と活動の実
態、環壌保護関連法律法規の執行状況といった環境保護行政に焦点をあてたものがほとんどであ
る。しかし、上述した環境保護・資源保護関連法規のうち行政機関が制定する行政法規を除いて
、いずれもその法的効力が発揮されるのは現代中国における最高権力機関である全国人民代表大
会において審議され承認されてからである（地方性法規は地方人代で審議承認される）。また、
全国人民代表大会での各代表の環境問題に関連した発言を取り上げる報道は決して少なくなく、
代表の環境問題への関心は高い。関心の高さは、環境問題に関連する代表による議案や提案の数
に反映されている。そして、後述するように全人代および各委員会は、環境保護関連法律の起草
と審査過程において複雑化する環境汚染問題に対応する機能の発揮を求められつつあるのである
。環境保護政策を展開するうえで、全国人民代表大会はこれまで一定の政治的役割を果たしてき
たし、今後もそうした役割の拡大は期待される。環境保護の実効性を確保するために、問題の政
治的側面からの分析も不可欠であるとすれば、全国人民代表大会の動向にもまた十分に関心を払
わなければならないはずである。本報告では、今日の中国の環境保護が直面する問題を政治的側
面から検討する一つの手がかりとして、環境保護にたいして全国人民代表大会が果たす機能に焦
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現代中国における環境問題と政治

加茂 具樹

慶應義塾大学政策・メディア研究科

はじめに

すでに多くの環境汚染にかんする報告や各種報道で明らかなように、中国における環境問題は

深刻である1。また問題 が深刻であるがゆえに、近年 、中国政府 は環境 問題 にたいする取組み強

化の必要性の認識を深 めている。

たとえば、1996年7月 に開催された第4回 全国環境保護会議において、江沢民国家主席がはじ

めて出席し重要演説をおこなったことは、その一つのあらわれであった。たしかに、それまで中国

政府 は環境保護の取組みの重要性を繰り返 し指摘してはいた。しかし、最高指導者である江沢民

が会議に出席し、演説したことは、環境 問題もまた国家の重要課題であるとの中国政府の姿勢を

明確 に示すものであった2。また会議は、その後の環境保護 にかんする基本方針および長期計画

を策定した意味においても重要な会議であった3。会議では、95年9月 に開催した党第14期5中

全会で承認された「国民経済と社会発展『九五』計画と2010年 までの遠景 目標の建議 （以下、「建

議」と略す）」、および96年3， 月に開催した第8期 全国人民代表大会第4回 会議で採択された「国

民経済と社会発展『九五』計画と2010年 までの遠景 目標要綱 （以下、「要綱」と略す）」に示された、

環境保護 にかんする任務の再確認と、その具体的施策にかんして議論し、「世紀を跨いだ環境保

護活動の目標と任務および措置を明確にした」4。具体的には「汚染防止と生態保護の双方を重視

する方針」を確定し、「世紀を跨ぐグリーン・プロジェクト計画 （跨世紀緑色工程規劃）」や 「汚染物排

出総量規制計画 （汚染物排放総量控制計劃）」などの 「重要な措置の実施を提起し」たのであった。

1た とえば
、「中国環境保護法」によってその公開がもとめれている「中国環境状況公報」などがある。同

公報は、国家環境保護総局信息中心が開設するweb-site「 中国環境保護」

蝋E；∠WWW.SP..ilE'1C.TOV.cn/zhuangkuang〆gongb短∠加4e htmに て閲覧が可能である。また同siteで は
「長江三峡工程生態與環境監測公報」や 「重点都市空気質量週報」にかんする情報も公開されている

。
なお同web-siteは 英語版も用意されている。
2江 沢民「在第四次全国環境保護会議上的講話」『中国環境年鑑1996年 』（中国環境年鑑出版社

，北
京，1996年 ）所収，特編1-2頁 。「在第四次全国環保会議上的講話（1996年7月16日 ）」『人民 日報』

1996年7月18日 。「保護環境的実質就是保護生産力」『人民 日報』1997年5 .月13日 。また、1997年
以降、中央は連続して人 口と環境資源にかんする工作座談会を開催し、江沢民が出席している。「把環

境保護基本国策落到実処一 学習江沢民在中央軍事委計生和環保工作座談会上講話的体会」『人

民 日報』1997年7月25日 。「中央計劃生育和環覓保護工作座談会招開」『人民 日報』1998年3月16

日。「中央人 口資源環境工作座談会挙行」『人民日報』1999年3月14日 。なお

江沢民は1998年 の会議において「短期の経済成長のために決して環境を犠牲にしてはならない」との

発言をしていることは、中国政府の環境保護問題にたいする決意の強さを表すものであるといえるだろ

う。
3「我国環保事業的回顧與展望 国家環境保護総局局長 解振華」

htth：∠WWW盡gpa£鰡 ΩV.cn/wsq∠贐塾。11迦、。「環境保護 持続発展一一 一一祝賀第四次全国環境保護会
議勝利閉幕」『人民 日報』1996年7月17日 。
4「依法保護環塊 実現可持続発展一一一国務委員、国務院環境保護委員会主任宋健 在第四次全国

環境保護会議閉幕式上的講話」『中国環境年鑑1996年 』（中国環境年鑑出版社，北京，1996年）所収，

特編10-13頁 。
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その後、中国では「大規模の重点都市、流域、区域、海域の汚染防止及び生態建設と保護プロジ

ェクトが全国規模で展開され」、「環境保護活動は新たな段階に入った」とされたとされたのである5。

さらに、96年8， 月には国務院は同会議をうけるかたちで「国務院による環境保護の若干の問題に

ついての計画」を策定した6。計画は「環境保護の基本国策の更なる深化と持続できる発展 （「実施

可持続発展」）戦略の実施」と「国民経済と社会発展『九五』計画と2010年 までの遠景 目標要綱」の

実現のために、「2000年 までに可能な限り環境汚染と生態破壊の深刻化を防ぎ、一部の都市と地

域の環境問題を改善するという環境保護の 目標」を設定した。99年1月 には、中国政府は、建国

以来の経済発展にともない深刻化してきた森林破壊や土壌流出、砂漠化などの生態環境破壊 問

題 の短期 （2010年まで）、中期 （2030年まで）、長期 （2050年まで）それぞれの改善計画を策定した・

「全国生態環境建設計画」を公開した7。

こうして環境保護行政部門を中心に様々な環境保護に関連する長期計画の策定がすすめられ

た一方で、環境保護および資源保護関連法の整備 にも力が入れられてきた8。1998年 末までに、

環境保護に関連する法律が6部 、資源保護に関連する法律が9部 、環境保護行政法規が34件 、

5前 掲URL
。また第4回 全国環境保護会議以前の全国環境保護会議の動向については、同会議にお

ける李鵬演説のなかでも言及されている。「在第四次全国環麑保護会議開幕式上，李鵬総理報告」『人

民 日報』1996年7月16日 。
6 「国務院関於環境保護若干問題的決定」『人民日報』1996年8

.月16日 。なお国家環境保護総局と

監察部は、各地方における同「計画」の実施状況にたいする環覓執法監督を実施している。「初具特成

体系 環境法制譜新扁一国家環境保護総局政策法規司」墨p4▲'VWW.鐙paelg尠v，鎚!wsn/s4（）.litrn。
7「全国生態環境建設規劃根拠江沢民李鵬朱鎔基指示制定国務院常務会議討論通過」『人民日報』

1999年1月7日 。同計画は、江沢民と李鵬、朱鎔基の指示に基づいて国家計画委員会が中心に関係

部門とともに策定。国務院常務委員会において採択された計画が1月6日 に公開された。なお96年11

月7日 には、国家環境保護局、国家計画委員会および国家経済貿易委員会はともに、各省、自治区，

直轄市、計画単列市政府、国務院関係部委、直属機構、解放軍総後勤部にたいして「国家環塊保護
“九五”計画と2010年 遠景目標」を通知し

、第9次5ヵ 年計画期および2010年 までの環境保護の目標

とするように指示している。「国家環境保護局、国家計画委員会、国家経済貿易委員会関於印発《国家

環壌保護“九五”計画和2010年 遠景目標》的通知」『中国環境年鑑1997年 』（中国環境年鑑出版社，

北京，1997年）所収，特編12-15頁 。
8な お

、環境保護関連法律法規と資源保護関連法律法規の区別は、全国人民代表大会環境與資源

保護委員会法案室編『環境資源法律法規匯編』（中国法制出版社，北京，1997年 ）に従った。環境保

護関連法律とは、環境基本法として「中華人民共和国環境保護法」。海洋環境保護にかんする「中華人

民共和国海洋環境保護法」。水汚染防治にかんする「中華人民共和国水汚染防治法」。大気汚染防治

にかんする「中華人民共和国大気汚染防治法」。固体廃棄物汚染防治にかんする「中華人民共和国固

体廃棄物汚染環境防治法」。環境騒音汚染防治にかんする「中華人民共和国環境騒音汚染防治法」。

放射性汚染防治にかんする行政法規としてたとえば「中華人民共和国核施設安全監督管理条例」（な

お、第9期 全人代立法計画では「放射性汚染防治法」の審議が計画されている）。有毒化学品管理に

かんする行政法規としてたとえば「化学危険物品安全管理条例」。資源環境保護関連法律とは、林業

資源にかんする「中華人民共和国森林法」。草原資源にかんする「中華人民共和国草原法」。漁業資

源にかんする「中華人民共和国漁業法」。鉱物資源にかんする「中華人民共和国鉱物資源法」、「中華

人民共和国石炭法」。土地資源にかんする「中華人民共和国土地管理法」、「中華人民共和国都市不

動産管理法」。水資源にかんする「中華人民共和国水法」、「中華人民共和国水土保持法」。動植物資

源にかんする「中華人民共和国野生動物保護法」。気象資源にかんする行政法規として「中華人民共

和国気象条例」。風地地区および 自然保護にかんする行政法規としてたとえば「風景名勝地区管理暫

行条例」。文化遺産資源管理にかんする「中華人民共和国文物保護法」がある。
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環境保護部門が整備 した規則が90余 件、環境保護にかんする地方性法規および地方政府規則

が1000余 件 、環境保護軍事法規が6件 、締結および加入した国際環境条約が37と なっていた。

また、97年 の「刑法」改正にともなって、「環境資源保護破壊罪」が加えられた9。加えて、1980年 代

以降、「郷鎮企業法」、「電力法」や 「道路法」などの環境保護とは直接関連しない分野での法律お

よび法規の制定の際にも環境と資源保護にかんして十分な配慮がなされてきたのであったio。

これまでの環境保護の政治的な側面にかんする研究や資料の多くは、環境保護の実施機 関の

組織と活動の実態、環壌保護関連法律法規の執行状況といった環境保護行政に焦点をあてたも

のがほとんどである。しかし、上述した環境保護 ・資源保護関連法規のうち行政機関が制定する行

政法規を除いて、いずれもその法的効力が発揮されるのは現代中国における最高権力機関であ

る全国人民代表大会において審議され承認され てからである（地方性 法規は地方人代で審議承

認される）。また、全国人民代表大会での各代表の環境問題 に関連した発言を取り上 げる報道は

決して少なくなく、代表の環境問題への関心は高い。関心の高さは、環境問題に関連する代表に

よる議案や提案の数 に反映されている。そして、後述するように全人代および各委員会は、環境保

護関連法律の起草と審査過程において複雑化する環境汚染問題 に対応する機能の発揮を求め

られつつあるのである。

環境保護政策を展開するうえで、全国人民代表大会 はこれまで一定の政治的役割を果たしてき

たし、今後もそうした役割の拡大は期待される。環境保護の実効性を確保するために、問題の政治

的側面からの分析も不可欠であるとすれば、全国人民代表大会の動向にもまた十分に関心を払

わなければならないはずである。本報告では、今 日の中国の環境保護が直面する問題を政治的

側面から検討する一つの手がかりとして、環境保護にたいして全国人民代表大会が果たす機能に

焦点をおいて報告する。

環境保護問題をめぐる全国人民代表大会の活動

全国人民代表大会は、1993年 の第8期 全国人民代表大会第1回 会議において、全人代の常設

委員会として「環境保護委員会」を設置 （翌年第2回 会議 において「環境 ・資源保護委員会」に改

称）、同委員会は環境保護 および資源保護にかんする立法と監督活動を担ってきた。具体的には

同委員会 は、「責任をもって環境と資源保護方面の法律草案の起草を組織」し、「それを審議する

とともに報告を提出する」こと、また「環境と資源保護面の法律の執行を監督 し、環境と資源保護問

題と関係のある議案を提出する」こと、さらに「環境と資源保護分野で各国会議との交流を担当す

9前 掲URL
。「環境資源保護破壊罪」は刑法第6章 「社会 管理秩序破 壊罪」の一つとして位 置付けられ

ている。「中華人民共和 国刑法 （適録〉」『中国環境年鑑1997年 』（中国環塊年鑑 出版社，北京，1997

年）所収，特編7-8頁 。
m「 環保 法当先 」『人民 日報』2000年2月2日

。たとえば 「郷鎮企業法」の43ヵ 条のうち7ヵ 条が環境保

護にかんする規 定である。「第八届全国人民代表大会環境與 資源保護 委員会 工作報告 （1998年3

，月）」劉政 ・於友民 ・程湘清主編『人民代 表大会工作全書』（中国法制出版社 ，北京，1999年 ）683-687

頁。
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る」ことを任務としてきた11。

 環境保護にかんする環境 ・資源保護委員会の立法活動は図1に 示すとおりである。1993年 に

委員会が設置されて以降、「環境騒音汚染防治法」の起草および審議 （96年 採択）12、「大気汚染

防治法」の修正草案の起草および審議 （95年採択）13、「水汚染防治法」の修正草案の起草および

審議 （96年採択）14、「海洋環境保護法」の修 正草案の起草および審議 （99年採択）15、「大気汚染

防治法」の修正草案の起草および審議 （99年審議 中）16、「固形廃棄物防治法」の審議 （国務院が

起草を担 当し96年 承認）の環境保護関連法律6部 の起草と審議をおこなってきた17。また第9期

全人代常委会立法計画によれば、「放射性汚染防治法」と「環境影響評価法」の草案起草、およ

び「砂漠 ・荒地化防治法」の全人代農業 ・農 村委員会との合 同起草、さらには第 九期全人代会期

中の審議が計画された18。

また、環境保護関連法律の執行状況 にたいする監督活動は、全人代常務委員会および環境 ・資

源保護委員会によって実施されてきた。1993年9 ，月に採択された「法律の実施情況検査監督の強

化にかんする若干の規定 （以下、執法検査規定）」にもとついて19、95年 、96年 と連続して全人代

常委会は執法検査組を組織して「環境保護法」にたいする執行検査を実施した20。また98年 には

11「第八届全国人民代表大会環境與資源保護 委員会工作報告」劉政 ・於友民 ・程湘清主編前掲 書
，

683-68?頁 。および 「中国的環境保護一 一一中華人民共和国国務院新聞弁公 室」

麺p畫∠lweb3.p鎚p1鋤 麺ユy鎚撃L，鎚ピgq蜜△偲 魍 如血!。なお 「中国的環境保護 」とは1996年6月 に公 開さ

れ たいわゆる環塊 白書である。
12「関於《中華人民共和国環境噪声汚染防 治法 （草案）》的説 明」『中華 人民共和 国全国人民代表大

会 常務委員会公報』1996年 第8号 ，849-854頁 。
13「関於《中華人民共和国大気汚染 防治法 （修 改草案）》的説 明」『中華 人民共和 国全 国人民代表大

会 常務委員会公報』1995年 第6号 ，545-553頁 。
14「関於《中華人民共和国水汚染 防治法修正案 （草案）》的説 明」『中華人民共和国全 国人民代表大

会常務委員会公 報』1996年 第4号 ，355-361頁 。       ・
15「九届全国人大常委会 第十三次会議挙 行分組会審議海洋環境保護法修訂草案 （在 九届全 国人大

常委会第十三次会議 上）」『人民 日報』1999年12月19日 。「中華人民共和国海洋環境保護 法 （1999

年12月25日 第九届全 国人民代表大会 常務 委員会第十三次会議通過）」『中国人大新聞』URL

蝋P・//嬲 煕P1・ ・d嚇1y・・m rn/運d・W，/・lk/rd・why/・d・w9鉱蔓∠b雌 ，h嵐烈。
16「人大常委会第十三次会議継 続審議挙行分組 会 審議大気汚染防治法修訂草案和 立法法草案

」『中国
人大新 聞』1999年12月13日 。

壌鮫三∠加Ωp煽鋤X，c砥g鉱 多grdXW/71k'rdcwhyな 愈盤q孅 ∠22瓢 Ω，h煦1。「修訂 大気汚染防治法十分 必

要」『中国人大新聞』1999年12 .月25日 。URL
h磁翌二乙窪～∫～夏㎏蕪璽藁y （m.焦g亘∠㎎rdxw/new》200001/'17/11702.html。
17「関於《中華人民共和国固体廃棄物 汚染環境防治 法 （草案）》的説明

」『中華人民共和 国全国人民
代表大会常務委員 会公報』1995年 第7号 ，698-702頁 。
ie「九届全国人大常委会 立法規劃」劉政 ・於 友民 ・程湘清主編前掲書

，851-855頁 。
19「関於加 強法律 実施情況検査監督 的若 干規定 （1993年9月2日 第八届全 国人民代表 大会常務委

員 会第三次会議通過）」劉政 ・於友民 ・程湘 清主編前掲書，881-882頁 。
20「全国人大常委会執法検査組関於検査《中華人民共和国環壌保護 法》執行情 況的報告 全人代常

委会副委員長王丙乾」『中華人民共和国全 国人民代表大会常務委員会公報』1995年 第6号
，604-

617頁 。「全国人大常委 会執法検査組 関於検 査《中華人民共和国環境保護法》執行情況的報告 全人

代常委会副委員長王丙乾」『中華人民共和国全 国人民代表 大会 常務委員会公報』1996年 第6号 ，
713-724頁 。
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「海洋環境保護法」、99年には「大気汚染防治法」にたいする執法検査をおこなった21。同様に、環

境 ・資源保護委員会も検査組を組織して環境保護関連法律にたいする「執法検査規定」にもとつ

いた監督活動を展開してきた。たとえば93年 から96年 にわたり全人代環境・資源保護委員会は

国務院と連合で執法検査を実施してきたのである22。

こうした環境保護 関連法律の起草・修正や監督活動が展開される背景には、環境問題の深刻化

と同時に中国社会の環境問題 にたいする関心が高まっていることが指摘できるだろう。そうした傾

向は、人代会議において人代代表によって提案 される環境保護 問題 に関連する「議案 」および

「建議・批評・意見数」が年 々増加傾 向にあることに示される23
。表3に は、全人代環境 ・資源保護委

員会が設置されて以降の各期全人代主席 団が人代代表より受けた議案および建議 ・批評・意見数

の推移 、および各期の中国政治協商会議全国委員会24による「提案」数の推移を示している25
。

環境汚染保護をめぐる全国人民代表大会の役割

さて、こうした「議案」数や 「建議 」数が増加すうなかで、一定の割合を占めているのが河川環境

保護や河川資源保護の必要性を訴える提案である。たとえば近年深刻な環境 ・資源問題 として指

摘される「黄河断流」問題 は、1997年 以降、環境 ・資源保護委員会の「議案」として連続して提案さ

21「 全国人大常委会執法検査組関於検査《中華人民共和国海洋環境保護法》実施情況的報告 全

人代常委会副委員長鄒家華」『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1998年第4号
，

475-483頁 。「全国人大常委会執法検査組関於検査《中華人民共和国大気汚染防治法》実施情況的

報告 全人代常委会副委員長鄒家華」『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1999年

第4号 ，377-391頁 。
22「督促有関機関改進執法工作全国人大強化執法監督力度

」『人民日報』1995年2月15日 。「経済発
展和環境保護相協調我国環保工作重点実行六個転移」『人民 日報』1995年12 ，月18日 。「全国人大常
委会環保執法検査会議在京召開 四月下旬起継続進行環保執法検査」『人民日報』1996年4 .月16
日。
23一 つの代表団および30名 以上の全人代代表連名による全人代会議

への提案を「議案」という。全人代
の職権を超える内容の問題にかんする全人代会議への提案を「建議・批評・意見」という。「議案」は

環境・資源保護委員会において審議される。「建議」は全人代常委会辧公庁および国務院辧公庁によ

って国家環境保護総局に付される。「議案」と「建議」の双方を加したもを「提案」という。「中華人民共和
国全国人民代表大会議事規則 （1989年4月4日 第七期全国人民代表大会第二次会議通過）」全国人

大常務委弁公庁秘書局編『人民代表大会及其常務委議事規則匯編』（中国民主法制出版社、北京、
1993年 ）3-13頁。
24中 国政治協商会議全国委員会 （全国政協）とは

、民主諸党派と党との統一戦線工作機関であり、全
人代、全人代常務委および国務院にたいして重要政策方針の審査と建議をする職権をもつ。25環境保護

問題に関連する全人代代表の発言は、たとえば「中共中央全国人大常委会国務院領導同

志到各代表団與代表一起審議政府工作報告」『人民 日報』1999年3月7日 。「中共中央全国人大常委

会国務院領導同志到各代表団與代表一起審議政府工作報告」『人民日報』1999年3月9日 。「九届全
国人大第二次会議代表発言摘編（2）張成寅（雲南） 切実治理填池汚染」『人民 日報』1999年3月15

日。「九届全国人大第二次会議代表発言摘編（2）馬鉄山（陜西）治土治沙改善環境」『人民日報』

1999年3月15日 。「代表委員訪談 為了子孫後代一 一・… 青海全国人大代表話保護生態環境」『人

民日報』1999年3月16日 。「代表委員訪談 走可持続発展之路一一一一 訪全国人大代表梁広大」『人

民日報』1999年3月16日 などがある。
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れてきた26。同様な「議案」として河川汚染の効果的な防止と処理に関連する「中華人民共和国水

法の修正」を求める「議案」が一定数取り上げられてきた27。

しかしながら、図2， 図3， 図4， 図5お よび表3， 表4に よれば、解決を急ぐ問題として中国社会

が認識する環境汚染は水汚染だけではない。騒音環境汚染、大気環境汚染もまた同様に関心が

寄せられてきたのであった28。それでは、全人代 にたいして提 出される「議案」において、「河川環

境保護や河川資源保護」をもとめる「議案」が相対的に多数を占めてきたのは如何なる理 由なのだ

ろうか。

この問題 にたいする回答 は、全人代代表が提出した「議案」にたいする全人代環境・資源保護委

員会の審議結果報告に明らかにされている。

たとえば1998年3， 月の第9期 全人代第1回 会議主席団にたいして提出された「議案」は、98年

8，月31日 に開催された環境・資源保護委員会第3回 全体会議において審議され、11，月4日 に開

催された第9期 全人代常委会第5回 会議 においてその審議結果が報告された。福建代表団袁啓

彫など32名 代表が提出した203号 議案 「『水法』修正にかんして」、および湖南代表団楊重喜など

32名 代表が提出した704号 議案 「『水法』関係条文を修正することにかんして」にたいして、環境・

資源保護委員会は、以下のような審議結果を報告した29。

（これら2つ の「議案」は）「水法」第9条 の修正である「国家は水資源にたいして統一管理と分級・部

門別管理を組み合わせた制度を実施する」という規定から「部門別管理」の内容を削除し、水資源の

行政主管部門が水資源にたいして統一管理を実施することを明確 にすることを求めたものである。

（この「議案」にたいして）環境・資源保護委員会は以下のように認識している。わが国において、現在、

実施されている水資源の分級、分部門管理体制は歴史的な経緯のなかで形成されたものである。実

践が証明するように、この種の管理体制は水資源の開発と利用をすすめる過程で多くの部門や地域

間の対立を醸成し、水資源の浪費の一つの要因となっており、解決しなければならない問題である。

現在、「水法」の修正案の起草活動がすすめられているが、第9条 の修正に関連して研究を進めて

いるところである。

261997年3月 の第8期 全人代第5回 会議において河南省代表団によ
って環境・資源保護委員会に提

出された588号 議案「『黄河法』の制定をもとめる」以降、98年には2件 、99年には4件 の議案が提出さ

れている。表1を 参照。
271994年3月 の第8期 全人代第2回 会議において環境・資源保護委員会に提出された475号 議案

「『水法』第9条 修正および補充にかんして」以降、95年には3件 、96年には2件 、97年 には2件 、98

年には3件 の議案が提出されている。表1を 参照。
28図2お よび図3

、表2は 中央を含む各級政府の環境保護i関係機関へ環境汚染問題の解決をもとめ

て訪問した件数。図4お よび図5、表3は 中央を含む各級政府の環境保護関係機関へ環境汚染問題

の解決を求めて書面を提出した件数。
29「全国人大環境・資源保護委員会関於第九届全国人大第一次会議主席団交付審議的代表提出的

議案審議結果報告1998年11月4日 第九届全国人民代表大会常務委員会第五次会議通過」『中華

人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1998年第5号 ，580-583頁 。
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また、河南代表団陳効国など32名 代表が提出した320号 議案 「『黄河法』を迅速に制定すること

にかんして」、および解放軍代表団宋清渭など32名 代表が提出した497号 議案 「『黄河保護法』を

迅速に制定することにかんして」にたいして、環境・資源保護委員会 は、以下のような審議結果を

報告した30。

（これら2つ の「議案」は）「法に依拠して上流・中流・下流の各省 ・自治区の水資源の分配と利用をめ

ぐる関係を処理し、黄河の断流と水と土砂の流出、水害と旱魃などの災害問題の解決」を目的とする

ものである。（この「議案」にたいして）環境・資源保護委員会は以下のように認識している。黄河流域

の水資源の分配と利用にかんする対立は深刻であり、それゆえに生態環境にたいする被害は甚大

である。現行の法律による保護と管理活動では、こうした問題の要求に答えることはほぼ不可能であ

る。黄河の特殊情況を考慮すれば、「黄河法」の制定は必要である。黄河流域の各省・自治区の経

済利益と流域管理体制を考慮した「黄河法」の研究と起草を国務院に建議することを考えている。

こうした審議結果報告は、「水法」修正草案の起草と審議過程、「黄河法」草案と審議過程におい

て、それぞれ全人代 および環境 ・資源保護委員会が、各地方 間および各部門間に隔たる多様な

意見の存在を認識し、また同委員会がそうした利害対立の調整を試みようとしたことを示しているの

である31。

全人代にたいして提 出される議案において、河川環境保護や河川資源保護 にかんする「議案」

が相対的に多数を占めているのは、同問題が複雑かつ多様な利害の調整を必要とする環境汚染

問題であり、問題の解決のためには全国的な観 点からの利 害調整が不可欠であり、そうした機能

を全人代に求めたからにほかならないだろう。全人代 および環境 ・資源保護委員会の利害調整機

能が期待されたのである。

30前 掲記事『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1998年第5号
，580-583頁 。

31同 様の議論は以下に示すとおりである
。第8期 全人代第3回 会議において提出された105号 議案

「『水法』修正にかんして」、574号 議案「『水法』第9条 修正にかんして」にたいする環境・資源保護委員

会の審議結果報告は以下のように報告している。「水資源め統一管理を強化することは、水資源の合理

的利用と保護にかんして重要な効果をもたらす。特に部門間や地方間の関係を処理することが肝要で

ある」。「全国人大環境・資源保護委員会関於第八届全国人大第三次会議主席団交付審議的代表提

出的議案審議結果報告1995年8月29日 第八届全国人民代表大会常務委員会第+五 次会議通過」

『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1995年第3号 ，616-617頁 。第8期 全人代第4

回会議において提出された490号 議案「『環境保護法』修正をすすめることにかんして」、587号 議案
「『環境保護法』に河川流域排出汚染制約条項の補充にかんして」にたいする環境・資源保護委員会の

審議結果報告は以下のように報告している。「行政区域を跨った汚染の防治にかんする条項の補充を

求める『環境保護法』修正建議は、非常に重要である。現在、一部の地域において行政区域を跨った

水汚染問題は深刻であり、また長期にわたって放置されている。これらの地域における経済発展と社会

の安定に影響を及ぼすであろう。これらの問題を有効に解決するためにも、行政区域を跨る汚染の防
治にたいする法律上の規定は必要である」。「全国人大環境・資源保護委員会関於第八届全国人大第

四次会議主席団交付審議的代表提出的議案審議結果報告1996年12 ，月30日 第八届全国人民代表
大会常務委員会第二十三次会議通過」『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1996

年第9号 ，1189-1191頁 。
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全人代にこうした機能を要求する環境汚染問題は、なにも河川環境保護や河川資源保護をめぐ

る問題だけではない。近年、都市部において問題視されてきている騒音環境汚染もまたそうであ

る 。

 「環境騒音汚染防治法（草案）」起草 ・審議過程にみる全人代の機能

騒音環境汚染に関連して全人代の利害調整機能が発揮されたのは、「中華人民共和国環境騒

音汚染防治法」草案の起草および審議過程においてであった。先ず、同草案が全人代常務委 に

おいて採択されるまでの過程を概観 してみたい。

図6，7，8お よび表5が 示すように、近年都市部における騒音環境汚染は深刻であり、社会が最

も関心を寄せている環境汚染問題である。こうした状況を背景に、1996年10月29日 、第8期 全人

代常委会第22次 会議において「中華人民共和国環境騒音汚染防治法 （以下、騒音防治法）」が

採択され、97年3月1日 より施行された。同時に89年9月26日 に公布された「中華人民共和国

環境騒音汚染防治条例 （以下、騒音防治条例）」が廃止された32。

第8期 全人代常委会第21回 会議において報告された「中華人民共和国環墳騒音防治法 （草

案）にかんする説明」は、「騒音防治法」制定の必要性を以下の様 に説明している33。

（制定が必要なのは）一つに「1995年の国家環境保護局の46都 市にたいする環境調査によれば」、

「全国の3分 の2の 都市住民は、騒音指標を超過しているなかでの生活」であり、また「1995年の北

京市における環境問題に関する投訴数の62%が 騒音汚染問題」であり、「騒音汚染は日々悪化の一

途をたどっていること」。いま一つには、従来の「『騒音防治条例』は工業騒音汚染の防治を主要な 目

的とした条例であったが、現在のわが国の主要な環境汚染源は交通輸送騒音および社会生活騒音

であり」、「騒音汚染防治の重点を工業騒音から交通輸送および社会生活騒音に変更しなければな

らないこと」である。

こうした同法案の制定にむけた必要性が示されるなかで、「騒音防治法」の起草過程および審議

過程は以下のとおりにすすめられた34。「騒音防治法」の起草は、1994年5月 、環境・資源保護委

員会が関係部 門に「騒音防治法」草案初稿の起草を依託したことにはじまった。95年8月 、環境・

資源保護委員会は全体会議を召集し、草案初稿にたいする審議を開始するとともに、起草小組を

32「中華人民共和国環塊騒音汚染防治法
.1996年10月29日 第八届全国人民代表大会常務委員会

第22次 会議通過」『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1996年第8号 ，840-849頁
。

33「関於《中華人民共和国環境騒音防治法（草案）》的説明1998年8月23日 第八届全国人民代表大

会常務委員会第二十一次会議上」『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1996年第8

号，849-854頁 。なお、「騒音防治法」制定の必要性として、「説明」では6つ の要因を指摘している。34前
掲記事『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1996年第8号 ，849-854頁 。およ

び「全国人大法律委員会関於《中華人民共和国環境騒音汚染防治法（草案）》審議結果報告1998年

10，月23日 第八届全国人民代表大会常務委員会第二十二次会議上」『中華人民共和国全国人民代表
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設置した。同年10，月に起草小組は草案意見聴取稿を作成し、11月20日 、国務院各部委および

地方 にたいして意見聴取を開始した。96年 始めには、起草小組が広東や上海などで関係部 門お

よび企業から意見聴取稿にたいする修正意見を聴取した。その後、起草小組は繰り返 し意見聴取

稿の修正をおこなうとともに、全人代常務委の関係機 関および国務院関係部 門などとともに研討会

を開催 し、また国際研究会議も開催してきた。それまでの意見聴取の活動を経て
、各方面の意見

が基本的に一致したのをうけて、96年7 ，月5日 に環境・資源保護委員会は全体会議を開催した。

会議は草案を再度審議した後に、8月23日 、全人代常務委第21回 会議にたいして審議を求めて

修正 「草案」を提出したのであった。

 提出された修正 「草案」は、以下のように審議された。全人代常務委第21回 会議での「騒音防治

法 （草案）」審議の後、法律委員会と法制 工作委員会は、各省 ・自治区・直轄市および中央関係部

門にたいして草案への意見聴取をもとめる文書を送付した。同時にまた、環境 ・資源保護委員会と

法制 工作委員会は連合して中央関係部門との座 談会を開催し、意見を聴取してきた。法律委員

会、環境 ・資源保護委員会および法制工作委員 会は、共同して草案修正作業をおこない、法律委

員会は1996年10， 月10日 と18日 に会議を開催。常務委員の審議意見と各地方、関係部 門の意

見を審議 したうえで、「騒音防治法（草案）」にたいする修正意見を付して、10月23日 の第8期 全

人代常務委第22回 会議にたいして「『中華人民共和国環境騒音汚染防治法 （草案）』審議結果報

告」をおこなった。そして同会議での討議の結果 、「中華人民共和国環境騒音汚染防治法」が採択

されたのであった。

 つまり、「騒音防治法」は、国務院関係部門によって初稿が起草された。しかしその後の草案の修

正作業を担当したのは環境 ・資源保護委員会であり、実質的に同委員会が中心となって草案の起

草を担 当したといえるだろう。また、草案の審議 は、法律委員会および法制工作委員会が、国務院

各部門などの意見を聴取しながら、草案を修正したのである。

このとき、注 目されるのは、環境・資源保護委員会 において「意見の一致をみた」草案であっても
、

国務院各部門から聴取された意見によって修正が求められたという事実である。

審議結果報告によれば、草案の修正は計9ヵ 所であった。このうちの以下に示す修正個所は、そ

の修正の意図は明快である。いずれも環境保護行政機関の騒音汚染防治にたいする権限の削減

を目的とするものであった。

草案第29条 は、「建設施行中に使用する機械設備が、騒音汚染発生の可能性を有するのであ

れば、施行単位は着工15日 以前に、作業所在地の環境保護行政主管部 門にたいして
、作業項

目名 、作業場所および作業期間、発生可能な騒音量および騒音汚染防治のために採り得る措置

を報告し、審査批准を受けた後に着工できる」というものであり、また草案第30条 第1項 は、「騒音

汚染源となる建築施工単位 は、当該地域の環境保護行政主管部門によって作業時間の制限およ

び著しい騒音源となる機械の使用禁止の措置を受ける」というものであった
。これ にたいして審議

過程のなかで、一部の委員および部門、地方から以下のような指摘が示された。

大会常務委員会公報』1996年 第8号 ，854-858頁 。
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「第29条 の規定は、環境保護行政主管部門に建設着工を阻止する権限を与えるもの」であり、また

「第30条 第1項 は、”環境保護行政主管部門にたいして実質的に建設作業の停止の権限を与えるも

のであり問題である」。「わが国は経済発展のレベルが限られており」、「建設施工作業では高騒音を

発生させてしまう機械を使用せざるを得ない」。「本法律において、すでに夜間の建設作業の禁止が

規定されているのであるから、環境保護行政主管部門に建築施工作業時間を制限させる規定を設け

る規定は必要ない」。

これをうけて第8期 全人代常務委第22回 会議にたいして提出された草案修正稿では、草案第

29条 の「審査批准を受けた後に着工できる」が削除され、さらに草案第30条 第1項 が削除された。

また草案第30条 第2項 と第3項 の 「騒音にたいして敏感な建築物が集 中する地区では、夜間の

騒音を発生する建設作業を禁止する。しかし、応急修理や緊急措置の場合を除く」。「技術上の要

求から連続した作業が必要なのであれば、建設作業の所在地の環境保護主管部門の批准を必ず

受けなければならず、あわせて近隣住 民に通告しなければならない」との規定にたいして、一部の

委員および部門から以下のような指摘がなされた。

「応急修理や緊急措置以外、技術上の要求や重点建設プロジェクト、あるいは特殊な要因によって

連続して作業を行なわなければならない場合もまた、夜間の作業は認められるべきである」。加えて

「技術上の要求により連続作業が必要なのであれば、環境保護行政主管部門の批准は必要無い」。

これをうけて第8期 全人代常務委第22回 会議にたいして提出された草案修正稿では、第30条

第2項 と第3項 が「騒音 にたいして敏感な建築物が集中する地区では、夜間の騒音を発生する建

設作業を禁止する。しかし、応急修理や緊急措置の場合、技術上の必要性、そのほかの特殊な要

因によって連続作業が必要な場合を除く」、「特殊な要因によって連続作業が必要な場合、県級以

上の人民政府あるいは関係主管部門の証明が無ければならない」と修正されたのである。

草案第54条 の「環境騒音汚染を期限内に削減することが出来ない場合」、「国務院が規定する

権限にもとついて丶環境騒音汚染源の施設を使用停止とすることができる」、また第24条 第2項 の

「騒音にたいして敏感な建築物が集 中する地区において深刻な環境騒音汚染源となっている単位

は規定され ている環境騒音基準内に騒音を抑えることが出来なけれ ば、県級 以上の環境保護行

政主管部門は、環境騒音汚染源の施設を使用停止とすることができる」との規定にたいして一部の

委員および部門、地方から以下のような指摘がなされた。

「環境汚染源の施設にたいして環境保護行政主管部門がその使用停止の権限を持つことは
、多くの

場合、環境保護行政主管部門が生産停止の権限をもつことと同じである。企業の生産停止は企業の

存亡にかかわる問題であり」、「企業労働者の就業の問題と関係する複雑な問題である」。「社会安定

にたいする影響も少なくない」。「これまで環境保護にかんする法律と国務院の規定では、企業の生

10



産停止の権限は県級以上の人民政府にあるとされているので、本法律（騒音汚染防治法）は、異な

る規定を作る必要はない」。

これをうけて第8期 全人代常務委第22回 会議にたいして提出された草案修正稿 は、第24条 第

2項 の条文を削除するなどの修正がおこなわれている。

これらの草案の修正内容からは、法律委員会と法制工作委員会が、国務院各部門から聴取した

多様な意見と、環境 ・資源保護委員会が起草した草案のあいだで意見調整をおこなったことは明

らかである。環境保護を主管する環境保護部門と建設施行や 工場経 営を主管する建設部 門や工

業部門とのあいだに、利害対立が存在していたのであろう。また、修正個所では明確にされてはこ

なかったが、「環境騒音汚染防止法」が施行されることによって、「国務院環境騒音汚染防治条例」

で社会環境騒音 にたいする取り締まりの権限があたえれていた公安部 門から環境保護行政部門

へ移行することとなったことに起因する公安部門との利害対立も存在した可能性 は否 定できない

35

0

結局、環境 ・資源保護委員会が作成した草案によって環境保護行政部門の権限の強化が志向さ

れたものの、その後に法律委員会と法制工作委員会が担 当した草案審議の過程で環境保護行政

部門の権限の強化は、同部門と利害が対立し得る国務院各部委および地方によって拒否されたと

推察できる36。

おわりに

環境汚染・資源破壊 問題が深刻化するなかで、現行の環境保護 関連法律では環境汚染問題 を

処理ことは益々難しくなりつつある。 環境汚染問題の深化は、たとえば水汚染問題にみられるよう

に、汚染の広域化にともなう（行政区域を跨ぐことによる）地域間、行政部門間の利害対立という障

害を新たに生み出し、現行の法律の枠を超 え、法律は効力を十分 に発揮できないという問題に直

面するからである。

こうした深化する環境汚染問題 に対応するかのように、近年、環境保護 関連法律の修正および

制定がすすめられてきた。たとえば、1999年 の第9期 全人代常務委第12回 会議において「海洋環

境保護法」が修正され、また「大気汚染防治法」修正案が審議された。

このとき、対立する地域間や行政部 門間の利害を全人代や各委員会は、法律の修正草案の起

草や審議、および新たな法律の草案起草や審議の過程で調整するのである37。こうしたなか 「海洋

35「中華人民共和国環境騒音汚染防治条例」『中華人民共和国国務院公報』1989年19号
，707-713

頁。「中国公民，呼喚寧静生活的権利一一一写在《環境騒音汚染防治法》実施之際」阿計『大立法一一
一個記者眼中的中国立法進程』（四川人民出版社

，四川，1997年 ）143-176頁 。
36全 人代環境・資源保護委員会主任委員である曲格平は

、一貫して国務院環境保護部門に所属し、
前国家環境保護局局長である。ゆえに、同委員会で起草される環境騒音汚染防治法は、環境保護行

政部門の権限の強化が志向されるのは必然であろう。
37資 料の制約上

、「海洋環境保護法」、「大気汚染防治法」の修正草案起草および審議の過程での環

境保護行政部門との利害対立の構図は明らかではない。しかし、「水汚染防治法」や「環境騒音汚染防

11



法」の修正をめぐる審議 において、全人代常務委員が 「長年の法律草案審議の経験が示すように、

立法機 関は部門利益を国家法律のなかで強化するというやり方を注意深く取り消すようにしなけれ

ばならない」と発言したと報じられてていることは注 目される38。

環境問題をめぐる部 門間の利害対立とは、あえて議論を単純化するのであれば、「環境保護 」と

「経済発展」の対立である。こ
：の種の利害対立は、環境汚染問題と資源破壊問題が深刻するにつ

れて、一層の劇化の可能性は否定できない。こうしたとき、今後、多様化し重層化する地域間、部

門間の利害対立調整機能をもつ全人代の役割は無視できない存在 となるはずである。環境保護

問題 の解決と政策の効率化 において全人代が果たす役割は今後一層期待される39。

従来、全人代 は国務院が提案する決定事項 （法律草案など）を一方的に承認するだけの「ラバ

._.m.・スタンプ （橡皮図章）」と皮 肉られる存在にすぎなかった
。しかしながら、環境保護問題 をめぐる

対立する利害の調整機能が全人代に期待されていることは、その中国政治における政治的位置

の変化の可能性の議論においても注 目される動向である。

治法」の修正をめぐる審議過程で明らかになったと同様の部門間対立という利害対立の「壁」が存在し

たのであろう。
38「人大常委会第十一次会議分組審議時提出 應加強対重大違法案件的監督 海洋環保管理体制

應由行政部門解決 農村集団経済組織應適用会計法」『法制日報』1999年8月27日 。
39こうした利害調整機能は

、国務院では十分機能を発揮しないのであろう。「環境騒音汚染防治法」の

草案修正過程において、環境保護局の権限を削減するような修正がおこなわれたことは、国家環境保

護局が主導して草案起草をおこなうなかでの国務院内部の利害調整機能は不十分であることを示唆し

ている。草案は全人代環境・資源保護委員会が担当したとはいえ、実質的には国家環境保護局が担当
した可能性がある。行政主管部門による主管範囲内の法律の起草は、利害の対立する行政部門とのあ
いだに軋轢を生みやすいのであろう。注37の 全人代常委会委員の発言には、そうした背景があるのか
もしれない。
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 _
_一

_票



一 ①

1第
7期

全
人

代
第
1回

会
議

（
88
年
4月

9日
）
i4
88
（

代
表

団
4嗹

際

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

44
8）

卜 畦  占 厂 {  ρ 广

25
70

莇
：政

経
済

委
員

会
提

出
21
2号

議
案

：
高

素
芳

等
33
名

代
表

「
全

人
代

に
1

よ
る
都

市
環

境
衛

生
法

の
早

急
の
公

布
を
も
と
め

る
」

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て
処

理
）
第
19
5号

議
案

：呉
宏

美
等
32
茗
'

代
表

「全
人

代
常

務
委

員
会

環
境

保
護

委
員

会
設

立
を
も
と
め
る
」

勤 唖 斗 ～ `

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て

苑
理

）
第
21
3号

議
案

：高
素

芳
等
33
名

代
表

「都
市

環
境

衛
生

体
制

改
革

を
急

ぐ
」

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て

処
理

）
第
66
与

，
i4
5，

30
9号

議
案

：宋

長
漢

等
30
名

代
表

、
王

衍
恵

等
31
名

代
表

、
王

亜
忱

等
15
0名

代
表

「
石

炭
都

市
建

設
問

題
解

決
の

要
求

」

（建
議

、
批

評
お

よ
び

憙
見

と
し
て
処

理
）
第
30
5号

議
案

：汪
品

先
等
32
名

代
表

、
「環

境
観

測
資

料
管

理
条

例
の

制
定

を
も
と
め

る
」

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
こ
て
処

理
）
40
5号

議
案

：孫
英

等
32
名

代
1

表
：太

原
市

に
お

け
る
水

資
源

の
深

刻
な
枯

渇
問

題
の

早
急

な
解

決
」
 

，

第
7期

全
人

代
藁
i回

会
議

（
89
年
4，月

1日
）

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

≡
し
て
処

理
）
17
1号

議
案

：由
作

武
奪
30
茗

；孑
モ
1

表
：
「本

溪
市

大
気

汚
染

に
た

い
す

る
有

効
な

措
置

と
問

題
解

決
を
求

め
、

る
」
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3

i4
11
（代

毳
冩
2麟

27
55

（建
議

、
批

評
お

よ
び

慧
見

と
こ
て

処
理

）
第
31
、
42
、
70
、
31
8、

37
0号

議

案
、
呉

慧
芳

等
36
名

代
表

、
孫

敬
文

等
87
名

代
表

、
王

工
等
32
名

代
表

、

張
雲

湘
等
31
名

代
表

、
張

久
栄

等
30
名

代
表

、
「
全

人
代

に
資

源
・環

境

保
護

委
員

会
の
設

立
を
も
と
め
る
」

r

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て
処

理
）
第
13
3号

議
案

、
曲

欽
岳

等
33
名

代
表

、
「環

境
の

治
理

と
保

護
の

適
切

な
措

置
を
と
る
」

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て

処
理

）
第
30
0号

議
案

、
圭

宏
民

等
32
名

代
表

、
「運

河
汚

染
総

合
治

理
に
か

ん
し
て
」

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て
処

理
）
第
33
1号

議
案

、
孫

揚
勇

等
32
名
1

代
表

「桧
河

汚
染

の
早

急
な
解

決
」
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て

処
理

）
第
46
号

議
案

、
徐

景
仁

等
32
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」



嵩

r ー } ー ↑

代
表

「淮
河
汚
染

治
理

の
加

速
の
要
求

」

§ 1第
7期

全
人

代
第
3回

会
議

（
90
年
4，
月
2日

）
r

38
4（

代
表

団
20
，

連

 
 

名
36
4）

23
97

儺
講

購
龝

葱
羅

烈
灘

譁
芬
等
31
名
l

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

a
（建

議
、
批

評
お
よ
び
意

見
と
し
て
処
理

）
第
66
号

議
案

、
鄭

恙
薪
等
4互

茗
1

代
表

「把
運
河
杭

州
段

截
汚

工
程

列
入

国
家

建
設

計
画

」
  

 
 
 
 

{
r鼎

欄
榊
囀
闇
囀
 
'

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て

処
理

）
第
23
4号

議
案

、
孫

鴻
烈

等
50
名

代
表

「全
人

代
に
『
資

源
と
環

境
委

員
会

』
を
設

置
す

る
こ
と
に

か
ん

し
て
」

；
第
7期

全
人
代

第
4回

会
議

（
91
年
4月

6日
）
 
47
1（
代

表
団
36
，
蓮
名

F 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
43
5）

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て
処

理
）
第
16
6号

議
案

、
銭

易
等
33
名

飛

表
「
全

人
代

常
務

委
に

『
環

境
保

護
工

作
委

員
会

』
を
設

置
す

る
こ
と
に

か

ん
し
て

」

23
08

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て

処
理

）
第
44
8号

議
案

：趙
鵬

大
等
44
茗

“

代
表

「『
資

源
環

境
委

員
会

』
の

増
設

要
求

」

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て
処

理
）
第
27
5号

議
案

：劉
東

生
等
30
名
a

代
表

：
「郷

鎮
企

業
の
環

境
管

理
の

強
化

」

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て
処

理
）
第
14
8号

議
案

：王
宏

民
等
31
名

代
表

「太
湖

の
水

資
源

の
保

護
と
利

用
」

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
し
て

処
理

）
第
26
0号

議
案

：
高

素
芳

等
32
名

代
表

「『
都

市
景

観
と
環

境
衛

生
管

理
条

例
』
の
迅

速
な
公

布
」

第
7期

全
人

代
第
5回

会
議

（
92
年
4A
 
1日

1
47
2（

代
表

団
34
、

連

 
 

名
43
8）

27
31

（建
議

、
批

評
お

よ
び

意
見

と
じ
て
処

理
）
第
88
号

議
案

：黒
龍

江
代

表
面
r

「松
花

江
水

系
汚

染
防

止
要

求
」

 
 

 
《
以

下
、
「建

議
、
批

評
お

よ
び

意
見

」
は
公

表
さ
れ

ず
》

i第
8期

全
人

代
第
1回

会
議

（
93
年
3月

29
日

）
61
1（

代
表

団
47
、

連
名

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56
4）

1第
8期

全
人

代
第
2茴

会
議

（
94
年
3月

19
日

）
72
3（

代
表

団
63
、

連

1 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

名
66
0）

16
87

16
05

灘
飜

灘
鞭

跨
案
獻

等
32
名代
表
「『
農
業
競

錨
欝

委
員
雛

翌
年
よ
り
「全
人
代
環
塩

覊
1



一 c◎

..

i環
境

保
護

委
頁

荼
提

出
第
2§

9咢
議

案
；菫

先
進

等
32
名

代
表

「土
地

資
1

源
管
理

の
強
化

と
厳

格
な
耕

地
保
護

に
か
ん
し
て
」
  

 
 

 
 

 
 

1

環
境
保

護
委
員

会
提

出
第
34
6号

議
案

：王
涛

等
32
名

代
表

「造
林

緑
化
i

煮
盈
埜
些
経
営
者
の
合
法
的
権
益
に
か
ん
し
て
」
  

 
 
 
 
 
 
 

；
環

境
保

護
委

員
会

提
出

第
66
2号

議
案

：何
環

等
32
名

代
表

「『
水

資
源

節
1

約
と
総

合
利

用
促

進
法

』
を

立
法

計
画

の
な

か
に

盛
り
込

む
こ
と
に
か

ん
し
'

て
」
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
環

境
保

護
委

員
会

提
出

第
47
4号

議
案

：陳
克

昌
等
32
名

代
表

「『
水

法
』
i

の
第
9条

の
修

正
お

よ
び

補
充

に
か

ん
し
て
」

第
8期

全
人

代
第
3回

会
議

（
95
年
3，
月
16
日

）
73
2（

代
表

団
36
、

連
 

 
 

 
15
93

 
 

名
69
6）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

}一
■闘
凾 

 
 
環

境
保
護

委
員

会
提

出
第
57
3号

議
案

：楊
紀

珂
等
41
名

代
表

「我
国

の
1

 
 

 
環

境
と
発

展
に
た
い

し
て
総

合
的

な
硬

化
と
利

益
を
早
急

に
審

計
が
を
も
ど
  

 
め
る
こ
と
に
か
ん

し
て
」
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

i

 
 

 
環

境
・資

源
保

護
委

員
会

捷
出
第
22
6号

議
案

：海
南
代

表
団

：
「国

家
海

…

 
 

 
洋

立
法
制

定
を
急

ぐ
こ
と
の
驢

と
・
法

に
従
っ
て
の
管

理
の
強
化

に
か
ん

；
_.
__
し

て
」
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i
環
境

・資
源

保
護

委
員

会
提

出
第
69
号

議
案

：台
湾
代

表
団

「「
環

境
保

護

法
』修

正
に
か
ん
し
て
」
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
i

髞
轟

醗
繋

網
第
10
5号
議
案
：翻

羊
等
31
名
代
表
1

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
57
4号

議
案

：
丁

広
治

等
32
名

代
表
i

「『
水

法
』
第
9条

修
正

に
か

ん
し
て
」

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出
69
1号

議
案

：張
栄

国
等
32
名

代
表

「「
水
i

汚
染
防
止
法
』の

修
正
に
か
ん
し
て
」
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{

欝
麟

飜
讖

醗
懈

議
案
：吐
尓
森
●索
太
等
3醗

第
8期

全
人

代
第
4回

会
議

（
96
年
3月

16
日

）
60
3（

代
表

団
31
、

連
名

 
 

 
57
2）

X9
58

i鬻
翻

黼
鸞

篶
第
22
2号
飜

留
哩如

碕
等
32
名
代
表
；



一 〇

「

第
8期

全
人

代
第
5回

会
議

（
97
年
3，月

13
日

）
70
0（

代
表

団
32
、

連
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

66
8）

X2
89

環
境

・資
源

保
護

委
員

会
提

出
第
22
3号

議
案

：劉
如

碕
等
32
名

価
蓑
1

「『
鉱

産
資

源
法

』
の

修
正

に
か

ん
し
て

」
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

環
境

・資
源

保
護

委
員

会
提

出
35
2号

議
案

：都
詒

純
等
32
名

代
表
r厂

鉱

a業
法

』制
定
す
る
こ
と
に
か
ん

し
て
」
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

i
環

境
・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
49
0号

議
案

：
関

美
華

等
32
名

代
表
1

「『
環

境
保

護
法

』
修

正
を
す

す
め
る
こ
と
に

か
ん

し
て

」
 
 

 
 

 
 

 
1

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
58
7号

議
案

：
王

人
生

等
31
名

代
表

「『
環

境
保

護
法

』
に

河
流

流
域

排
出

汚
染

制
約

条
款

を
増

補
修

正
す

る
こ

と
に
か

ん
し
て

」
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

；

環
境

・資
源

保
護

委
員

会
提

出
第
32
号

議
案

、
遼

寧
代

表
団

「『
農

業
資

源
資

源
保

護
法

』
制

定
に
か

ん
し
て
」

環
境

・資
源

保
護

委
員

会
提

出
40
号

議
案

、
天

津
代

表
団

「『
河

流
法

』
の

' 制
定

に
か

ん
し
て

」
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
58
8号

議
案

、
河

南
代

表
団

「
『
黄

河
1

法
』
の

制
定

に
か

ん
し
て

」

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
15
7号

議
案

、
広

西
代

表
団

「
『
水

源
林

保
護

法
』
制

定
に
か

ん
し
て

」

環
境

・資
源

保
護

委
員

会
提

出
第
31
2，

36
0，

43
4号

議
案

、
江

蘇
代

表
面

、

44
名

、
湖

北
代

表
団
32
名

、
安

徽
代

表
団
32
名

「『
気

象
法

』
制

定
す

る
こ
と
↑

に
か

ん
し
て

」
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
i

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
49
4号

議
案

，
福

建
代

表
団

「
『
森

林

法
』
修

正
す

る
こ
と
に
か

ん
し
て
」

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
50
7号

議
案

，
吉

林
代

表
団
32
名
1『

王

地
管

理
法

』修
正

す
る
こ
と
に
か

ん
し
て
」
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

：

環
境

・資
源

保
護

委
員

会
提

出
第
55
4号

議
案

、
安

徽
代

表
団
3f
茗
'「

『
藁

境
保

護
法

』
修

正
す

る
こ
と
に
か

ん
し
て

」
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
55
9号

議
案

、
内

蒙
古

代
表

団
31
1名

～
「『
草

原
法

』
修

正
す

る
こ
と
に

か
ん

し
て

」

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
58
2号

議
案

、
河

南
代

表
団
31
名

「『
水



卜。 O

ゼ }
i法

』
修

正
す

る
こ
と
に
か

ん
し
て

」
署 ，

環
境

・
資

源
保

護
委

員
会

提
出

第
59
2号

議
案

、
遼

寧
代

表
団
32
名

「『
海

洋
資

源
管

理
法

』
制

定
を
要

求
す

る
こ
と
に
か

ん
し
て
」

1第
9期

全
人

代
第
1回

会
議

（
98
年
3月

16
日

）

… 1 .
.

83
0（

代
表

団
26
、

連

 
 

名
80
4）

環
境

・資
源
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表2各 期全人代での環境保護関連の「議案」数、「建議」数および政協による「提案」数の推移

                 議案数      建議数     政協提案
1993：第8期全人代第1回会議     ¥ニー       19        18 … …

1994：第8期 全人 代第2回 会 議

1995：第8期 全人 代第3回 会 議

1996：第8期 全人 代第4回 会 議

1997：第8期 全 人代 第5回 会 議i

1998：第9期 全 人代 第1回 会 議

1999：第9期 全 人代 第2回 会 議

6（8）

6（5）

5

13

18
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瓜
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ρ
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り
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コ
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1

4
」

4
」

本表における1993年 から1997年 までの数値については、《中国環境年鑑》編纂委員会編『中国環境

年鑑』（中国環境年鑑社）各年版より報告者作成。1998年 については「全国人大環境與資源保護委員

会関於全国人大第一次会議i主席団交付審議的代表提出的議案審議結果報告」（1998年11 ，月4日 第
9届 全国人民代表大会常務委員会第5次 会議通過）『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会

公報』1998年第5号 ，150-158頁 より報告者作成。1999年 については「関於第9届 全国人民代表大会

第2次 会議代表提出的議案的処理意見報告」（1999年3，月14日 第9届 全国人民代表大会第2次 会

議主席団第3次 会議通過）『中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会公報』1999年 第2号 ，

207-211頁 より報告者作成。なお、1993年3月 全人代環境保護委員会設置のため93年 の「議案数」数

値はない。94年および95年 の「議案数」におけるカッコ内数値は全人代主席団が全人代環境・資源保

護委員会に付した議案のうち、94年は2件 が「建議」として取り扱われ、95年は1件 が「建議」として取り

扱われた。また、92年以降、「建議数」およびその内容は『中華人民共和国全国人民代表大会常務委

員会公報』において報道されていない。本表の「建議数」は『中国環境年鑑』による。

図2環 境汚染を原因とする環境保護関連機関への来信数の推移
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※本図は《中国環境年鑑》編纂委員会編『中国環境年鑑』（中国環境年鑑社）各年版より報告者作成。

図3環 境汚染を原因とする環境保護関連機関への来信数比率の推移
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※本図は《中国環境年鑑》編纂委員会編『中国環境年鑑』（中国環境年鑑社）各年版より報告者作成。

        表3環 境汚染を原因とする環境保護 関連機関への来信数

_      総数   水汚染  大気汚染 固体廃棄物 騒音汚染  その他

 1992年   55340  11207  20625   1648   17732  4128

 1993年   53752  11423  19586   1489   17320  3934

 1994年   59499  12009  21037   1715   20431  4307

 1995年  58678  10781  20655   1634   22113  3280

 1996年  67268  11501  24011  1908   24409  5439

 1997年  106210  16758  36895  2572  44831  5154

※本図は《中国環境年鑑》編纂委員会編『中国環境年鑑』（中国環境年鑑社）各年版より報告者作成
。

 なお、1996年および97年 「その他」の数値は、『中国環境年鑑』原表における「発明建議」と「その他」

 の合計数である。

       図4環 境汚染を原因とした環境保護関係機 関への来訪数の推移
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※本図は《中国環境年鑑》編纂；委員会編『中国環壌年鑑』（中国環境年鑑社）各年版より報告者作成。
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        表4環 境汚染を原因とする環境保護関連機関への来訪数

    訪問人数 訪問件数 水汚染 大気汚染 固体廃棄物 緊普汚染 その他一
1992年  79112  39969  10399  14402   1431   10785  2952

1993年  84743・ 44455 11576  15999   1421   12542  2917

1994年  95061  47839  12500  16184   1607   14979  2569

1995年  94798  50972 11907  17808   2050   16878  2555

1996年  96379  47714  8384  16421   2070   18616  2223

1997年  71528  29677  7067  10349   1034   10090  1137

※本図は《中国環境 年鑑》編纂委員会編『中国環境年鑑』（中国環境年鑑衽 ）各年版より報告者作成0

なお、1996年 および1997年 「その他」の数値は、『中国環境年鑑』原表における「発明建議」と「その他」

の合計数である。

       図6深ail市 における環境汚染と破壊 に関係する検挙と起訴数

                  1992年

                 その他

           大気 汚 染   4%

            残染騷 蠡 轡

     総数 （件） 騒音汚染  .蒸叢染_. 大気汚築 ……署芬慾 
1992年 1637  、1020  109  435  73
本図表は、《中国環境年鑑》織 委員会編彈 国環蘇 鑑199舞 』1輜 環境科学出版社，北京，

1993年 ）511-513頁 より報 告 者 作 成 。

図7深ail市 環境保護局が受理した環境汚染にかんする投訴数比率
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図8深 釧市環境保護局が受理した環境汚染にかんする投訴数比率
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     表5深 釧市環境保護局が受理した環境汚染にかんする投訴数の推移

二二.，._：：1濃醐 冠 叢 麺i藻1：二=叢聾 瀧憲 獲鰻 鰹 篥爨 …初 ぜ 
1993年   630    299    44    166    10    111mm.

1994       907        735         117         28         19          8 '

図7，8お よび表5は 、《中国環境年鑑》編纂委 員会編 『中国環境年鑑1994年 』（中国環境 出版社 ，北

京 ，1994年 ）336-338頁 および《中国環境年鑑》編纂委員会編『中国環境年鑑1995年 』（中国環境 出版

社 ，北京 ，1995年 ）331-333頁 より報告者作成。
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